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⌐≈™≡ 

≤│  

│⁸ √∟─╒≤╪≥№╠╝╢ ╩◖fi♩꜡כꜟ⇔≡™╢ ≢∆⁹

│ ≢№╢ ⅜ ₁⌂ ≢ ─ ⅜ ╪≢⇔╕∫√╡⁸ ⅝⅜

ↄ⌂∫√√╘⌐ ⅜ ↓╡⁸ ∆╢℮ⅎ≢ ⅜ ≡™╢ ╩ ™╕

∆⁹ ⅔╟∕ יִ  

─ ≢╖╢  

╩ ⅝ ↓∆ ─℮∟⁸╙∫≤╙ ™─│⁸ ─ ⅜╝∫ↄ

╡≤ ╪≢™ↄ₈ ₉≤ ┌╣╢ ≢∆⁹▪ꜟ♠Ɫ▬ⱴכ ⁸ ה

⁸꜠ⱦכ ⌂≥⅜↓─₈ ₉⌐№√╡╕∆⁹ 

™≡ ™─⅜⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥─√╘⌐⁸ ─ ⌐

╛ ⅜ ⅝ ╠⌂ↄ⌂╡⁸∕─ ∕─ ─ ⅜ ╪∞╡⁸

─Ⱡ♇♩꞉כ◒⅜ ╣≡⇔╕℮ ≢∆⁹ 
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─  

─ ⅜ ╣╢↓≤⌐╟∫≡ ↓╢ ≤⁸ ⅜╙≤╙≤ ∫

≡™╢ ╛ ⁸ ⌂≥↕╕↨╕⌂ ⅜⅛╠╖№∫≡⁸℮≈ ╛

─╟℮⌂ ╛⁸ ┼─ ╩ ⌐∆╢ ─ ⅜ ↓

╢ ה ⅜№╡╕∆⁹ 

 

 

 

            

ה ⇔™↓≤⅜ ⅎ╠╣⌂™  ה ╛ ─ ⅜ ╣╢ 

ה ⇔√↓≤ ╩ ה  ╢╣ ⅜╦⅛╠⌂ↄ⌂╡ ⌐⌂╢ 

ה                ⅜╦⅛╠⌂ↄ⌂╢ 

 

ה   ─        

ה ⅎ╢☻Ⱨכ♪⅜ ↄ⌂╢  ה ╡╩ ≡≡ ≢⅝⌂™ 

 

 

ה ה                   

 

 

ה  
        

℮≈ ה         

ה     ה ⅜ ה  ╢∆ ╩№→√╡⁸ ╩┤╢℮ 

 

ה                   ∕─  

ה     ⅎ⌂™╙─⅜ ⅎ╢  ה ╩ ⅝ ╢    
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ה ─ ↕ 

│⁸╘∏╠⇔™ ≢│⌂ↄ⁸≥⌂√⌐╙ ↓╡ ╢ ≢∆⁹ 

₈ │ ╠⌂™ ∞⅛╠⁸ ⌐™∫≡╙ ⅜⌂™⁹₉≤™℮ ╙™

╕∆⅜⁸↓╣│ ∫√ ⅎ≢∆⁹ ─ ≢╙⁸ ה ∆╢

↓≤≢⁸ ⌂ ה ≢ ⅜ ⇔√╡⁸ ╩ ╠∑╢↓≤⅜≢⅝╕

∆⁹₈ ⅛⌂ ₉≤ ∫√╠⁸≢⅝╢∞↑ ↄ⅛⅛╡≈↑ ╛ ⌐

⇔⁸ ─▪♪Ᵽ▬☻╩ ↑╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

 

ủ ╢ ╛ ⌂ ─ ⅜№╢ 

⁸ ⁸ ⌂≥⌐ ∆╢ ─ ⁸

⌂ ≢ ⌐ ↄ⌂╢ ╙№╡╕∆⁹ ⱱꜟ⸗fi─ ─ │⁸

⌂ ≢ ↄ⌂╡╕∆⁹ ─ ⌂ ⅜ ≢ ─╟℮⌂

⅜ √ │⁸ ╩╛╘╢⅛ ∆╣┌ ⇔╕∆⁹↓─╟℮⌐ ╘⌐ ⁸

╩ ↑╢↓≤≢ ↄ⌂╢╙─╙№╢─≢⁸ ╙ ™ ⅜ ⌂─≢∆⁹ 

 

ủ ™ ⌐ ∆╢↓≤─ⱷꜞ♇♩ 

▪ꜟ♠Ɫ▬ⱴכ ─╟℮⌐⁸ ⇔≡╙ ∆╢↓≤⅜ ⇔™ ─ ≢

╙⁸ ≢ ╩ ╠∑╢↓≤⅜≢⅝⁸ ⌂ ╩ ↄ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

─↓≤╩ ≢⅝╢ ≢ ╩∆╢↓≤≢⁸ ⌐≈™≡─ ╩

╘≡⅔↑┌⁸ ⁸ ⅜ ─ ╩ ≢⅝⁸∕─ ─♩ꜝⱩꜟ╩ ╠

∆↓≤╙ ≢∆⁹ 

─ ™℮∟⌐ ╩ ≢ ╘≡⅔ↄ ─ ╛

╩⇔≡⅔↑┌⁸ │№∫≡╙ ╠⇔™ ⅝ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

 

 

Ừ↔ ┼ 

≤ ↕╣≡╙₈№╦≡≡ ⅜⌂™↓≤₉⅜ ≢∆⁹ ┼ 

ה ∆╢ ⌐│↔ ─ ⌂ ⅜≤≡╙ ≢∆⁹ ≤ 

⅜ ╛⅛≢ ╟™ ╩ ╢↓≤╩ ⌐ ⌂ ╩ ⅜↑╕ 

⇔╞℮⁹ 
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(5) ─ ≤ ∆╢≤⅝─ ⅜╕ⅎ 

 ₈ ─ │ ╙╦⅛╠⌂™₉│ ™≢∆⁹ ⅛╙⇔╣⌂™≤ ⇔

╪≢™╢─│ ≢∆⁹ ─ ⅜⁸ ─ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ⅜≢

⅝⌂™ ╩ ℮₈ ₉≤⌂╣┌⁸ ≢≢⅝╢↓≤╙ ⅎ⁸⅔∞╛⅛⌐ ╠

⇔≡™ↄ↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ ≤™℮ ─Ᵽꜞ▪╩⌂ↄ⇔⁸1 ≢╙ ↄ─₈

₉╩ ╛⇔≡™ↄ↓≤⅜ ≢∆⁹ 

 

Ἒ ⌂ ─ 7≈─ⱳ▬fi♩Ἒ 

 

ᵑ ╕∏│ ╢ 

≤ ╦╣╢ ⌐ ≠™√╠⁸ ╛╒⅛─ ⌐ ≠⅛╣⌂™╟℮⌐⁸

─ ╩ ∟⁸↕╡→⌂ↄ ╩ ╡╕∆⁹ ≠⅝∆⅞√╡⁸☺꜡☺

꜡ √╡∆╢─│ ≢∆⁹ 

ᵒ ╩╙∫≡ ∆╢ 

↓∟╠⅜ ╛ ╡╩ ∂≡™╢≤⁸ ⌐╙ ╦∫≡ ↕∑≡⇔╕™╕

∆⁹ ⌂ ≢ ∂╕⇔╞℮⁹ 

ᵓ ╩⅛↑╢≤⅝│ 1 ≢ 

≢ ╡ ╗≤ ╩№⅔╡╛∆™─≢⁸≢⅝╢∞↑ 1 ≢ ╩⅛↑╕

∆⁹ 

ᵔ ╤⅛╠ ╩⅛↑⌂™ 

─ ≢ ─ ⌐ ∫√≤↓╤≢ ╩⅛↑╕∆⁹ ⌂ ⅜↑│

⁹₈ ⅛⅔ ╡≢∆⅛₉₈⅔ ™⇔╕⇔╞℮⅛₉₈≥℮⌂↕™╕⇔√ ₉₈↓

∟╠≢╝∫ↄ╡≥℮∙₉⌂≥⁹ 

ᵕ ⌐ ╩ ╦∑≡╛↕⇔™ ≢ 

⌂ ─ │⁸ ╩ ↄ⇔≡ ╩ ∂ ↕⌐⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

ᵖ ⅔∞╛⅛⌐⁸│∫⅝╡⇔√ ≢ 

│ ⅜ ↓ⅎ⌐ↄ™ ⅜ ™─≢⁸╝∫ↄ╡≤│∫⅝╡⇔√ ╩

⅜↑╕∆⁹ ⁸ ⁸ ™ ≢╕ↄ⇔√≡⌂™↓≤⁹∕─ ─ ≢

◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩≤╢↓≤╙ ≢∆⁹ 

ᵗ ─ ⌐ ╩ ↑≡╝∫ↄ╡ ∆╢ 

─ │ ⅛↕╣╢─⅜ ≢∆⁹ ⌐ ─ ™⌐ ⅎ╢↓≤╙

≢∆⁹ ─ ╩ ™⌂⅜╠ ╩⇔╕⇔╞℮⁹√≥√≥⇔™ ≢╙⁸

─ ╩╝∫ↄ╡ ⅝⁸ ╩⇔√™─⅛╩ ─ ╩ ∫≡ ה

⇔≡™⅝╕∆⁹ 
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♅▼♇◒  

╕∏│ ℮╞⇔╕╖≡⇔◒♇▼♅≢♩כ◦◒♇▼♅─ ⌂⅔⁸↓─♅▼♇◒

│ ─ ╩∆╢╙─≢│№╡╕∑╪─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

ẽ ─ ⅜ ≡↓⌂ↄ⌂∫√⁹ 

ẽ ∂↓≤╩ ╙ ∫√╡⁸ ™√╡∆╢⁹ 

ẽ↕↕™⌂↓≤≢ ╡∫╔ↄ⌂∫√⁹ 

ẽ ╩ ╕╣√≤ ←⁹ 

ẽ ╣≡™╢ ≢ ∫≡⇔╕℮⁹(™≈╙ ╡╢ ⅜╦⅛╠⌂ↄ⌂╢)  

ẽ ⌐ ⅝ ⇔≡ ←⁹ 

ẽ ╣╛⇔╕™ ╣⅜ ∫≡⅝√⁹ 

ẽ ⌐ ═⁸∞╠⇔⌂ↄ⌂╢⁹ 

ẽ ⌂ ⅜≢⅝⌂ↄ⌂∫√⁹ 

ẽ♥꜠ⱦ─ ⅜ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√⁹ 

 

 

                   ⅛⅜╦─ ◘▬♩╟╡ 

 

└≤≈≢╙ ™ √╢ │╕∏  

⅛⅛╡≈↑ ╛ ☿fi♃כ⌐↓╣⅛╠─↓≤╩ 

╘⌐ ⇔≡╖╕⇔╞℮⁹ 

Ɑכ☺⅛╠│ ⌐№∫√ ╩☻ⱦכ◘ ⇔≡™╕∆
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ǵ
ὡ

ǵ ǋ
ș ǠȒǓ ₡ Ƕ ǒǵ ὃȑǓǉȓǷ

₡ Ƕ
₡ ǲ Ҟǘɵ˺ Ǔⱳ ₡ǲ˺ Ǔⱳ

ǵКὦ
⸗ȓǶǉȒǓƲ ȋ

ǋ Ʋ ǵ̸ șדȈƲ

Ƕ ǞǭǋȒ

ǋ ȋ˗ҵƲ ǲɝ

ȷǓȆȐȓȒǓƲ ₡ ǶȂ

ȃ ǞǭǋȒ

ǓǮǔǱǋƲ ǵꜘ

ᾍȋ ᵂ ǵᾍꜘǱǰǓ ˲Ǯ

ǶƱ Ǟǋ

Ǐȋ ˗ƲɆȢɪ Ǔ
ǍȅǖǮǔǱǋ

ȂȃίǦǔȑǮ ǵד
Ǔᶩ ǮǉȒ

˺ ˔ ɵ ӓ˔

̀ ǯǵǫǱǓȑ

˿˗ɵ☻Ҋ

ὄב ɵ ὃȑ

̱˺

ӣ ͈
ὤ

ȅȚǵǍ ᷂ḢӋ
ȹɱȽɶ

ל
ǓȆȐȓȒ

̮ȅǋ
ȳɶɑȷ̂ǔ ̮ὁ

ȮɩɶɕəɶɞƲ ˲
ᾱ̮ ȳɶɑȷ

4 ȯȠɏȷʝ ǵ КὦǶ ǒȐǤǵ ǲֻȖǢǭ ўǱ КὦǓʝ ǯǞǭ ǜȓǭǋȅǠ

↓ƱƱ ƱƱŃƱƱ ƱƱʴ↓ƱƱƱ ƱƱŃƱ Ʊ Ʊ ƱƱ ↓

ǚǵ ș֓ ǲӣ ȋ˺ ȳɶɑȷƲǤǵ̀ ƵǱȳɶɑȷș ǞǭǖǧǜǋƳ
ǦǧƲʝ Ẏ˗ǱǚǯǶƲȅǡǶ șǠȒǚǯǮǠƳǒǒȑǫǘǵǑӣ ǜȚȋ᷂ḢӋ ȹɱȽɶǲ ǞǭȆȅǞȎǍ
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◔▪Ɽ☻  

 ǵ ǋ ș ǠȒǓ ₡ Ƕ
 

ǒǵ ὃȑǓǉȓǷ
₡ Ƕ  

₡ ǲ Ҟǘɵ˺
Ǔⱳ  

₡ǲ˺ Ǔⱳ  

 

ǵКὦ 

⸗ȓǶǉȒǓƲ ȋ
ǋ Ʋ ̸ șדȈƲ
₡ Ƕ ǞǭǋȒ 

ǋ ȋ˗ҵƲ ǲɝ
ȷǓȆȐȓȒǓƲ ₡ Ƕ

Ȃȃ ǞǭǋȒ 

ǓǮǔǱǋƲ
ǵᾍꜘȋ ᵂ ǵᾍꜘǱ
ǰǓ ˲ǮǶ Ǟǋ 

Ǐȋ ˗ƲɆȢɪ
ǓǍȅǖǮǔǱǋ 

ȂȃίǦǔȑǮ ǵד
Ǔᶩ ǮǉȒ 

 

 

˺ ˔ ɵ ӓ˔  

˺ ˔ Ҳ ὙŪ 

ǔǓǋɅȢȳɶɑȷū 

Ҳ ὙŬ 

ŭ 

ǵβ∆ ὙŮ 

Џ Ҳů 

β∆ ˗ ̎ӳ᷂Ӣ  

˺ ˔ Ҳ ὙŪ 

ǔǓǋɅȢȳɶɑȷū 

Ҳ ὙŬ 

ŭ 

ǵβ∆ ὙŮ 

Џ Ҳů 

β∆ ˗ ̎ӳ᷂Ӣ  

 

 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ɨɍɑɨɄɶȵɥɱŲ 

 

 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ɨɍɑɨɄɶȵɥɱŲ 

 

 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ɨɍɑɨɄɶȵɥɱŲ 

ᵂɨɍɑɨɄɶȵɥɱų 

 

̀ ǯǵ 

ǫǱǓȑ  

˲ȭɧɔŴ 

ǋǔǋǔǼȓǉǋȳɫɱŵ 

ᾛ᷂ḢǼȓǉǋȳɫɱŶ 

Џ Ҳů 

ȳɫɱ ӳ᷂Ӣ  

˲ȭɧɔŴ 

ǋǔǋǔǼȓǉǋȳɫɱŵ 

ᾛ᷂ḢǼȓǉǋȳɫɱŶ 

Џ Ҳů 

ȳɫɱ ӳ᷂Ӣ  

 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ᾛ᷂ḢǼȓǉǋȳɫɱŶ 

 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

 

˿˗ɵ☻Ҋ  ̎ᵎⅎḢȵɩɎɶ˲ ȹɱȽɶŷ ̎ᵎⅎḢȵɩɎɶ˲ ȹɱȽɶŷ    

 

ὄב ɵ ὃȑ 
ל Ḹ ǵ Ÿ 
ȳɶɑȷŹ 

ϊ ɚɧɱɄȡȠź 
ὃȑ・ṶǒǘȂǪǯὄⱲŻ 

ל Ḹ ǵ Ÿ 
ȳɶɑȷŹ 

ϊ ɚɧɱɄȡȠź 
ὃȑ・ṶǒǘȂǪǯὄⱲŻ 

 
ל Ḹ ǵ Ÿ 
ȳɶɑȷŹ 
ὃȑɵṶǒǘȂǪǯὄⱲŻ 
♯♠ ὤ ż 

Е ʦŽ 

 
ל Ḹ ǵ Ÿ 
ȳɶɑȷŹ 

♯♠ ὤ ż 
Е ʦŽ 

 
ל Ḹ ǵ Ÿ 
ȳɶɑȷŹ 

♯♠ ὤ ż 
Е ʦŽ 

 

 

 

 

 

ᾚᴣ  
ȳɶɑȷŹ 
ȳɶɑȷ  

ὤ˗ Ϭȳɶɑȷ  
ǉǋǉǋȽȭȵɶ  
Ё ʺ  
ȽȭȵɶѲҞ  
₡ Е ̂  
ȳɶɑȷѫ Ҟ  

᷂Ḣ ӳ᷂Ӣ  
ǉǋǉǋɜɶȯɁɆ ӳɵ̎
ӳ᷂Ӣ  
ǋ ˗  
Ҳ Ṹↄ ӳ᷂Ӣ  

ᾚᴣ  
ȳɶɑȷŹ 
ȳɶɑȷ  

ὤ˗ Ϭȳɶɑȷ  
ǉǋǉǋȽȭȵɶ  
Ё ʺ  
ȽȭȵɶѲҞ  
₡ Е ̂  
ȳɶɑȷѫ Ҟ  

᷂Ḣ ӳ᷂Ӣ  
ǉǋǉǋɜɶȯɁɆ ӳɵ̎
ӳ᷂Ӣ  
ǋ ˗  
Ҳ Ṹↄ ӳ᷂Ӣ  

 
₴♥ Ѱ↓  
ȳɶɑȷŹ 
ȳɶɑȷ  

ὤ˗ Ϭȳɶɑȷ  
ǉǋǉǋȽȭȵɶ  
Ё ʺ  
ȽȭȵɶѲҞ  
₡ Е ̂  
ᵂ˺  
ǉǋǉǋɜɶȯɁɆ ӳɵ
̎ӳ᷂Ӣ  
ǋ ˗  

 
 
 
₴♥ Ѱ↓  
ȳɶɑȷŹ 
ȳɶɑȷ  

ὤ˗ Ϭȳɶɑȷ  
Е ʦŽ 
ȽȭȵɶѲҞ  
ᵂ˺  

 
 
 
₴♥ Ѱ↓  
ȳɶɑȷŹ 
ȳɶɑȷ  

ὤ˗ Ϭȳɶɑȷ  
Е ʦŽ 
ȽȭȵɶѲҞ  
ᵂ˺  

ǵ 

ὡ 
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 ǵ ǋ ș ǠȒǓ ₡ Ƕ
 

ǒǵ ὃȑǓǉȓǷ
₡ Ƕ  

₡ ǲ Ҟǘɵ˺
Ǔⱳ  

₡ǲ˺ Ǔⱳ  

 

ǵКὦ 

⸗ȓǶǉȒǓƲ ȋ
ǋ Ʋ ̸ șדȈƲ
₡ Ƕ ǞǭǋȒ 

ǋ ȋ˗ҵƲ ǲɝ
ȷǓȆȐȓȒǓƲ ₡ Ƕ

Ȃȃ ǞǭǋȒ 

ǓǮǔǱǋƲ
ǵᾍꜘȋ ᵂ ǵᾍꜘǱ
ǰǓ ˲ǮǶ Ǟǋ 

Ǐȋ ˗ƲɆȢɪ
ǓǍȅǖǮǔǱǋ 

ȂȃίǦǔȑǮ ǵד
Ǔᶩ ǮǉȒ 

 

̱˺  

  
 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ᵂ˺  

 

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ᵂ˺  

ᾍꜘḌ ˺ Ű 

˺ ű 

ᵂ˺  

ᵂЊ ˺  

 

 

 

ӣ  

 

 

ǚǚȔǵβ∆  

ӣ ȹɱȽɶ  

⸗ȓ ӣ  

ǒǒȑǫǘӣ 

ɵ ֻ ӳ᷂Ӣ  

ȳɶɑȷ ӳ᷂Ӣ  

 

 

ǚǚȔǵβ∆  

ӣ ȹɱȽɶ  

⸗ȓ ӣ  

ǒǒȑǫǘӣ 

ɵ ֻ ӳ᷂Ӣ  

ȳɶɑȷ ӳ᷂Ӣ  

 

 

ǚǚȔǵβ∆  

ӣ ȹɱȽɶ  

⸗ȓ ӣ  

ǒǒȑǫǘӣ 

ɵ ֻ ӳ᷂Ӣ  

ȳɶɑȷ ӳ᷂Ӣ  

 

ǚǚȔǵβ∆  

ӣ ȹɱȽɶ  

⸗ȓ ӣ  

ǒǒȑǫǘӣ 

ɵ ֻ ӳ

᷂Ӣ  

ȳɶɑȷ ӳ᷂

Ӣ  

ᵂ ˺ ͪ ȳɶɑ

ȷ  

 

ǚǚȔǵβ∆  

ӣ ȹɱȽɶ  

⸗ȓ ӣ  

ǒǒȑǫǘӣ 

ɵ ֻ ӳ

᷂Ӣ  

ȳɶɑȷ ӳ᷂

Ӣ  

ᵂ ˺ ͪ ȳɶɑ

ȷ  

 

ὤ  

 
ȅȚǵǍ ᷂ḢӋ ȹɱȽɶ

 
ὤ ˺ ˧  

 
ȅȚǵǍ ᷂ḢӋ ȹɱȽɶ

 
ὤ ˺ ˧  

 
ȅȚǵǍ ᷂ḢӋ ȹɱ
Ƚɶ  
ὤ ˺ ˧  

 
ȅȚǵǍ ᷂ḢӋ ȹ
ɱȽɶ  
ὤ ˺ ˧  

 
ȅȚǵǍ ᷂ḢӋ ȹ
ɱȽɶ  
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７．認知症ケアパス一覧表各種サービスの内容 

 ここでは「まんのう町認知症ケアパス一覧表」に掲載している各種サービスの内容についての説明となり

ます。サービス毎に番号を付けていますので確認しながらご覧になってください。 

 なお、介護保険サービスについては、介護認定を受けなければなりません。介護認定の申請についてのご

相談はまんのう町地域包括支援センターか各支所にお尋ねください。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 琴南支所 住民サービス担当  TEL ：0877-85-2111 

 仲南支所 住民サービス担当  TEL ：0877-77-2111 

 

① 介護予防運動教室：うきうき教室 

② 仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業：いきがいデイサービス 

③ 未楽来運動教室：生活習慣病予防運動教室 

④ 栄養相談 

⑤ 脳の健康教室：まんのう寺子屋 

⑥ 各公民館の同好会活動 

⑦ 認知症対応型通所介護 

⑧ 通所介護 

⑨ 通所リハビリテーション  

⑩ 訪問リハビリテーション  

⑪ 老人クラブ 

⑫ 生きがい活動支援通所事業：いきいきふれあいサロン 

⑬ 小地域ふれあいサロン事業 

⑭ 仲善広域シルバー人材センター  

⑮ 緊急通報装置体制整備事業 

⑯ 給食サービス事業 

⑰ 傾聴ボランティア 

⑱ まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業 

⑲ 徘徊高齢者家族支援事業 

⑳ 福祉用具貸与（認知症高齢者徘徊感知機器含む） 

㉑ 生活管理指導員派遣事業  

㉒ 民間配食サービス  

㉓ 家事支援有償サービス 

㉔ デマンドタクシー運行事業：あいあいタクシー 

㉕ 運転免許自主返納支援事業 

㉖ 福祉タクシー券助成事業 

㉗ 日常生活用具給付事業 

㉘ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

㉙ 成年後見制度 

㉚ 訪問介護 
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㉛ 訪問入浴介護 

㉜ こころの健康相談 

㉝ 認知症医療疾患センター（回生病院） 

㉞ もの忘れ相談医 

㉟ 訪問看護 

㊱ まんのう町地域包括支援センター 

㊲ 家族介護者交流事業 

㊳ 仲多度南部消防組合 119 あんしん登録制度 

㊴ 短期入所生活介護 

㊵ 有料老人ホーム 

㊶ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

㊷ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

㊸ 民間サロン：香川医療生協 宅朗所すずらん 

㊹ 地域生活支援事業：ふれあいランド友の会 

㊺ 買い物支援移動販売店：あいあいマーケット 

㊻ 買い物支援事業 

㊼ 民間移動販売店 

㊽ 造田・美合診療所 

㊾ 薬配達サービス 

㊿ 健康福祉推進事業 
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①  介護予防運動教室：うきうき教室 （行政サービス） 

要介護状態となることを予防することを通じて、一人ひとりが運動習慣を身につけて、生きがいのある生

活を送ることができるように支援する事業です。 

要介護・要支援認定を受けていない６５歳以上の方で基本チェックリストの結果、介護予防事業への参加

が望ましいと認められる方に対して行います。 

□開催時期 5 月～7 月 毎週金曜日（12 回コース） 

□開催場所 毎年変更しています 

□送迎 基本的には送迎がありませんが、相談に応じています。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

②  仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業：いきがいデイサービス （行政サービス） 

高齢者の生きがいと社会参加を促進し、孤立感を解消することを目的として、満濃荘・仲南荘で通所によ

る日常生活訓練や趣味活動などのサービス提供を行います。 

□対象者 介護保険の認定を受けていない閉じこもりがちな６５歳以上の一人暮らしの方。また、同居して

いる家族が日中仕事等で外出して一人になってしまう方。 

□利用回数   年１８回（２か月に３回程度） 

□利用料    １０００円／回 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

③  未楽来運動教室：生活習慣病予防運動教室 （行政サービス） 

定期的な運動習慣を身につけることで、生活習慣病の予防・改善、筋力低下防止等を目的として軽運動教

室を行います。 

□対象者  全町民 

□開催場所 満濃農改センター 

□開催日  毎週木曜日 

□時間   １０：００～１１：００ 

□問合わせ先 

 まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL ：0877-73-0126 

 

④  栄養相談 （行政サービス） 

健康の保持・増進、生活習慣病を予防するために食生活の改善に関することの相談に応じます。バランス

の取れた食事・減塩料理の作り方など管理栄養士がお答えします。生活習慣病の予防は認知症予防にもつな

がりますのでご相談ください。 

□対象者  全町民 

□開催場所 まんのう町健康増進課 かりん健康センター 

□開催日 毎月第 1 月曜日（要予約） 

□問合わせ先     

まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL ：0877-73-0126 

 一覧表に戻る 
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⑤  脳の健康教室：まんのう寺子屋 （社会福祉協議会） 

高齢者ができるかぎり心身共に健康で今の暮らしを続けることができるように認知症予防を目指してい

ます。学習者が、教室ボランティアとコミュニケーションを取りながら、簡単な音読・計算を中心とする教

材を用いた学習を５か月間継続的に行います。教室ボランティアの支援を受けながら学びを通じて、学習者

たちの交流・生きがいづくりとなるような場を提供しています。 

□対象者  介護を必要としない 65 歳以上の方（事前に説明会を受講した方） 

□実施場所 吉野公民館 

□実施期間 春・秋の２コース（１コース５か月間） 

□日時   毎週火曜日 ９：３０～１１：００（うち学習時間は 30 分程度） 

□利用料  毎月１６００円 

□問合わせ先 

 まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ：0877-77-2991 

 

⑥  各公民館の同好会活動 

各公民館では、教養・技能や健康の向上、人との交流を目的に多様なジャンルの同好会が活動しています。 

□問合わせ先 

名称 位置 問合わせ先 休館日 

まんのう町琴南公民館 中通 875番地 0877‐85‐2221 毎週月曜日 年末年始 

まんのう町神野公民館 岸上 116番地 0877－75－1515 毎週月曜日 祝日 年末年始 

まんのう町吉野公民館 吉野 1780番地 1 0877－79－3803 年末年始 

まんのう町四条公民館 吉野下 281番地 1 0877－56－4656 年末年始 

まんのう町高篠公民館 東高篠 288番地 4 0877－58－9077 年末年始 

まんのう町長炭公民館 炭所西 774番地 0877－79－3539 毎週月曜日 年末年始 

まんのう町仲南公民館 生間 415番地 5 0877－77－2990 年末年始 

 

⑦  認知症対応型通所介護 （介護保険サービス） 

認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。介護保険サービスになりま

すので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

⑧ 通所介護 （介護保険サービス） 

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

 

 

 一覧表に戻る 
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⑨  通所リハビリテーション （介護保険サービス） 

介護老人保健施設や医療機関に併設する通所施設などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上

のためのリハビリテーションを日帰りで行います。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当の

ケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

 

⑩ 訪問リハビリテーション （介護保険サービス） 

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。介護保険サービ

スになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

 

 

⑪  老人クラブ：まんのう町老人クラブ連合会 

まんのう町内の単位老人クラブと３つの支部（琴南・満濃・仲南）から構成される地域の高齢者による自

主的な組織です。老人クラブでは、仲間づくりを通して、健康、友愛、奉仕に関する活動を行います。 

□対象者 おおむね 60歳以上の方 

□問い合わせ先 

 (事務局)まんのう町社会福祉協議会 総務課 TEL ：0877-77-2991 

 

⑫  生きがい活動支援通所事業：いきいきふれあいサロン（行政サービス） 

一人暮らしで孤立になりがちな高齢者が地域の身近な施設を会場として集い、地域住民（ボランティア等）

とともにふれあい活動に取り組むことにより、介護予防・生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げることを

目的としています。 

□対象者 介護保険の認定を受けていない 65歳以上の一人暮らしの方、高齢者のみ世帯の方 

□開催場所 満濃地区 

（長炭地区活性化センター 吉野公民館 神野婦人の家 四條公民館 高篠ふれあいセンター） 

  琴南地区 

（川奥集会場 西谷活性化センター 琴南総合センター 琴南公民館 琴南農改センター） 

□利用回数 満濃地区 毎月 2 回程度 

      琴南地区 毎月 1 回程度 

□利用料  ３００円／回 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ：0877-77-2991 

＊申請時に民生委員の証明が必要です。 

 

 

 

 

一覧表に戻る 
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⑬  小地域ふれあいサロン事業 （社会福祉協議会） 

地域住民の主体的な活動により、活動の必要な人等と身近な地域で集う場をつくり、社会的孤立感や精神

的圧迫の解消を図ります。地域で支え合いながら、気軽に参加できるふれあいの場づくりを目的としていま

す。サロンの登録にはいくつかの要件がありますので、お問い合わせください。 

□対象者 町内の高齢者、障害者、子育て中の親子等、サロンに参加希望する者とこれに協力する者 

□問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ：0877-77-2991 

 

⑭  仲善広域シルバー人材センター 

シルバー人材センターは、高年齢者を対象とした、営利を目的としない会員組織の団体です。「高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律」により、事業を行う法人として位置づけられています。 

 高年齢者が、経験と能力を活かしながら、働くことを通じて地域社会に貢献し、生きがいと追加的収入を

得ることを目的としています。 

 入会等に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

□問い合わせ先 

 仲善広域シルバー人材センター TEL ：0877-63-1366 

 

 

 

⑮  緊急通報装置体制整備事業 （行政サービス） 

一人暮らし高齢者等に対して、満濃荘へ直通で連絡できる緊急通報装置の給付若しくは貸与することによって、

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切に対応します。 

□対象者 おおむね 65歳以上の一人暮らし高齢者等、身体障害者のみの世帯等の方等 

□利用料 申請者世帯の課税状況によって負担金が決められています。（緊急通報装置費用負担基準）  

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

⑯  給食サービス事業 （行政サービス） 

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当

該利用者の安否確認を行うものです。 

□対象者 65 歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯 

□利用回数 満濃地区 週２回（火・金） 宅配型サービス 

      仲南地区 週１回（水）   宅配型サービス（年１回 通所型サービス実施） 

      琴南地区 月１回（火）   通所型サービス 

□利用料 1 回あたり３００円 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

 

 

 

 

一覧表に戻る 
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⑰  傾聴ボランティア （社会福祉協議会） 

一人暮らしの高齢者や子育て中の親や介護の悩みを抱える家族等、精神的に孤立になりがちな方が、でき

るかぎり精神的に安定した生活を送ることができるように、「傾聴ボランティア」が、利用者の自宅、また

は公共施設等の適切な場所において、話を聴いています。自立と自己実現を図り、充実した生活を送ること

ができるように援助しています。 

□対象者 日ごろ孤立になりがちな方で高齢者や子育て中の親、介護の悩みを抱える家族等で、傾聴を必要

とし希望する者 

□利用回数 月数回（１回 １時間程度まで） 

□利用料 無料 

□問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ：0877-77-2991 

 

⑱  まんのう町見守り・声かけ・ほっと安心事業 （行政サービス） 

一人ひとりの顔が見えるきめ細かな地域福祉活動を展開するため、まんのう町は、集落内のコミュニケー

ションやつながりを促進させる見守り・声かけを通して共に支え合うことを目的として実施する事業です。 

またこの事業は町民を対象としており、町が認めている集落( 単位自治会又は実行組合) を一つの単位とし

て事業を実施しています。 

□事業内容の一部 

(1)  集落内での見守り・声かけ活動の実施  

(2)  集落内における地域福祉マップ作成・更新事業  

(3)  集落内の通学路・危険箇所、一時避難場所などの現地を点検巡回し、安全な避難経路を確認したり、

避難訓練や安否確認を行う事業  

(4)  見守り・声かけ活動及びコミュニティ活動についての情報交換会その他の交流事業  

(5)  福祉についての理解を深めるための研修会の開催事業  

(6)  集落内の炊き出し講習会等手作り料理の調理を伴う交流研修事業  

(7)  見守り・声かけ・支え合い帯の編成事業  

□問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ：0877-77-2991 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○19  徘徊高齢者家族支援事業 （行政サービス） 

徘徊高齢者に対して、まんのう町が借り上げた専用の携帯端末機及び附属品( 以下「端末機」という。) を

貸与します。徘徊高齢者が徘徊により所在不明になったときは、その者の家族又は関係機関が位置情報を管

理するセンターに連絡し、現在の位置情報の提供を受けることにより、徘徊高齢者を早期に発見し、保護を

することを目的としています。 

□対象者 介護保険要介護 1 から要介護 5 の認定を受けた徘徊高齢者 

□利用料 保守管理費  位置情報提供費  緊急対処員急行費等 

＊端末機等を破損、紛失した場合において原状回復に要する費用は、利用者の負担となります。 

□問い合わせ先 

 まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 
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○20  福祉用具貸与（認知症高齢者徘徊感知機器含む） （介護保険サービス） 

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。また、認知症高齢者が徘徊された

場合にお知らせする機器等もあります。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネー

ジャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○21  生活管理指導員派遣事業 （行政サービス） 

身体的におおむね自立しているものの、日常生活を営むのに支援が必要な在宅の高齢者等に対し、日常生

活に関する支援・指導等を行うために生活管理指導員（ヘルパー）の派遣を行うものです。 

□対象者 介護保険認定を受けていない６５歳以上の一人暮らし世帯、高齢者のみの世帯 

□サービス内容 

食事・食材の確保、寝具類等の洗濯、家屋内の整理・整頓等軽易な日常生活上の援助 

□利用回数 週２回まで（各１時間程度） 

□利用料 １回あたり負担金１４０円 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

○22  民間配食サービス 

有料にて食事の配達を受けることができます。業者により１食の料金、配達エリアなど違いがありますの

で、まずは町役場にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○23  家事支援有償サービス 

有料にて掃除等の家事支援を受けることができます。業者によりサービスの内容、料金等に違いがありま

すので、町役場にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 
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○24  デマンドタクシー運行事業：あいあいタクシー （行政サービス） 

公共施設、医療機関、商店等への外出に不便をきたしている交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域

の解消を図るため、電話予約により自宅から町内の目的地までご利用いただける乗合型のタクシーで平成２

１年からサービスを行っています。  

 満濃地域、仲南地域、琴南地域の各地域内の移動なら１回の乗車で移動できます。  

 目的地が地域外の場合は、役場本庁（満濃地域と仲南地域）と琴南支所（満濃地域と琴南地域）にてタク

シーを乗り継いで利用できます。 

□対象者 全町民 

＊事前に「まんのう町デマンドタクシー利用登録票」を申請する必要があります。 

（酒に酔っている方、重篤な方、ペット同伴の方、自ら乗降できない方、車いすを使用して乗降する方、大

きな荷物を持参の方は乗車できません） 

□利用料 1 回の利用につき３００円の乗車券 

現金での支払いは出来ませんので、事前に回数券・定期券を購入してご乗車下さい。 

□利用方法 利用しようとする 30 分前までに、希望する乗降場所及び乗車時間帯を予約センターに電話等

により申し込む必要があります。 

予約申し込み時間は、月曜日から金曜日 午前 8 時 15 分から午後 4 時 30分まで。 

□問い合わせ先 

  まんのう町企画政策課 TEL ：0877-73-0106 

  まんのう町商工会 TEL ：0877-73-3711   

あいあい予約センター TEL ：0877-58-8080 

 

○25  運転免許自主返納支援事業 （行政サービス） 

交通事故の減少及び公共交通の利用促進を図るため、自主的に高齢者の運転免許証の返納を行った方に対

してあいあいタクシーの定期券を支給する事業を実施しています。 

□対象者 町内に住む運転免許証を全部返納した６５歳以上の方 

□提出書類 ①運転免許証自主返納支援事業申請書 

②「申請による運転免許の取消通知書」又はその写し（取消通知日より１年以内のもの） 

□問い合わせ先 

 まんのう町総務課 TEL ：0877-73-0100 

 

○26  福祉タクシー券助成事業 （行政サービス） 

高齢者又は心身に重度の障がいがある方に対し、医療機関への通院に要するタクシー料金の一部を助成す

る事業です。 

□対象者 75歳以上の方、 身体障害者手帳 1 級又は 2 級の方 療育手帳Ⓐ又はＡの方  

□問い合わせ先 

 まんのう町 企画政策課 TEL ：0877-73-0106 
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○27  日常生活用具給付事業 （行政サービス） 

 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの高齢者に対して、電磁調理器等日常生活用具を

給付することにより、日常生活を維持することを目的としています。 

□対象者 65 歳以上の方であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし、低所得の寝た

きり高齢者等 

□利用料 所得に応じて自己負担があります 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

＊申請書に民生委員の証明が必要です。 

 

○28  福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） （社会福祉協議会） 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が十分でないために、日常生活を営むのに必

要なサービスの選択や利用を適切に行うことが困難な方に対し、専門員がご本人の希望を伺いながら支援計

画を作成し、安心して自立した地域生活を送れるように生活支援員がサービス提供いたします。この事業は、

契約に基づいてサービスを提供しますので、契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。 

□支援内容 

・福祉サービスの利用のお手伝い 

・日常生活に必要な手続きのお手伝い 

・日常的なお金の出し入れのお手伝い 

・大切な書類などのお預かり 

 

相談は無料。サービスは有料。 

1 回（1 時間程度）1,500 円 

 

＊「大切な書類などのお預かりサービス」のみの利用はできません。 

＊生活保護を受けている方は補助されるので無料です。 

□申し込み・問い合わせ先 

まんのう町社会福祉協議会 介護福祉課 TEL ：0877-77-2997 

 

○29  成年後見制度  

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理や介護サービスに

関する契約などを自分ですることが難しい場合があります。また、悪徳商法などの被害にあうおそれもあり

ます。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見人等の選任

は家庭裁判所の審判によって決まります。法的な手続きが必要な制度のため、まずは相談機関にご相談くだ

さい。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

高松家庭裁判所丸亀支部  TEL ：0877-23-5184㈹ 

＊その他詳しいことがお知りになりたいときは、弁護士、司法書士にご相談ください。 

 

○30  訪問介護 （介護保険サービス） 

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院な

どを目的にした乗降介助も利用できます。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネ

ージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 
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○31  訪問入浴介護 （介護保険サービス） 

 介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。介護保険サービスになります

ので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○32  こころの健康相談 （行政サービス） 

ストレスで食欲がなく気分がすぐれない、お年寄りの物忘れが心配、思春期の不安や悩み、引きこもり、

アルコール問題等の相談に精神科の医師が応じます。 

□対象者 本人、家族、関係者等 

□利用料 無料 

□開催日 月 2 回（木曜日午後）要予約 

□開催場所 かりん健康センター、琴南農改センター、仲南農改センター等 

□問い合わせ先 

まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL ：0877-73-0126 

 

○33  認知症医療疾患センター （回生病院） 

 認知症のあるご本人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らせるための施策のひとつとして、厚生

労働省の認可、県の指定を受けた医療機関のことです。香川県中讃地区の認知症疾患医療センターは、坂出

市にある回生病院となっています。専門の相談窓口を設けており、ご本人やご家族、その他地域の方からの

相談を受けたり、医療・保健・福祉の連携を図るため、連携担当者も配置されていますので、安心してご相

談ください。 

□問い合わせ先 

 認知症医療疾患センター回生病院   センター直通電話 TEL ：0877-46-1630 

 

○34  もの忘れ相談医 

香川県では、認知症の早期発見・早期診断体制の充実を図るため、適切な認知症診断の知識・技術や家族

からの話や悩みを聞く姿勢を修得するための研修を修了した内科等の医師を「もの忘れ相談医」として登録

し、相談窓口とする取り組みを行っています。「認知症」は脳の病気です。受診して、正しい治療を受けれ

ば、症状を改善したり、進行を遅らせることもできますし、原因によっては治ることもあります。ご本人や

ご家族の方で、もの忘れや認知症が気になるなと思ったら、早めにお近くのもの忘れ相談医へご相談くださ

い。 

相談・受診にあたっては保険診療となりますので、受診時は保険証を持参してください。また、診療時間・

診療内容等につきましては、医療機関により異なりますので、詳細は、直接医療機関へお問合せください。 

 もの忘れ相談医は、香川県のホームページに掲載されています。 

（香川県医師会が開催した「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を修了した医師のうち、公表の同意が得

られた医師のみ掲載しています） 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 香川県健康福祉部 長寿社会対策課  TEL ：087-832-3270 
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○35  訪問看護 （介護保険サービス） 

 疾患などを抱えている方について、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。介

護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○36  まんのう町地域包括支援センター 

 高齢者に関する総合相談窓口です。介護や健康、お金や財産の管理のことなど様々な相談に対応します。

また、体調不良等により地域包括支援センターに行けない場合は、電話で相談を受けることもできますので

お気軽にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○37 家族介護者交流事業 （行政サービス） 

この事業は、高齢者を介護している家族等に対して、介護から一時的に解放し、心身のリフレッシュを図

るため、宿泊研修及び施設見学等を活用した介護者相互の交流会を開催しています。 

□対象者 町民で、高齢者を現在介護している家族等 

□利用料 日帰り旅行の場合：１５００円（宿泊の場合：２５００円） 

□時期 毎年１１月下旬 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○38 仲多度南部消防組合１１９あんしん登録制度 

あんしん登録制度は、高齢者や身体に障害のある方々が事故や災害に遭われた時少しでも早く、また、安

全に救護されるように、事前に身体状況や通院状況、緊急時の連絡先などを仲多度南部消防組合に登録申請

しておく制度です。 

□対象者 まんのう町に住んでいる方で次のような方々です。 

①自分の家が火災になったり災害に遭った時、独りでは逃げ出せない方 

②身体的理由により、緊急時に十分な通報ができない方等 

□問い合わせ先 

仲多度南部消防組合通信指令課 TEL ：0877-73-4972 

 

○39 短期入所生活介護 （介護保険サービス） 

 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の支援（食事、入浴、排泄せつ等）や機能訓練等

が受けられます。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお

尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 
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○40 有料老人ホーム 

 有料老人ホームは、高齢者が暮らしやすいように配慮した「住居」となっています。有料老人ホームでの

サービス内容や入居に際しての条件等は有料老人ホームによって違いますので直接お問い合わせください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○41 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） （介護保険サービス） 

 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、

機能訓練を受けられます。介護保険サービスになりますので、詳しい内容は担当のケアマネージャーか、町

役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○42 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） （介護保険サービス） 

 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、

入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。介護保険サービスになりますので、詳し

い内容は担当のケアマネージャーか、町役場にお尋ねください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 

 

○43 民間サロン：香川医療生協 宅朗所すずらん 

 寝たきり予防、認知症予防を目的として、住民の自宅にてサロンを実施しています。 

□対象者 65歳以上の方（医療生協の組合員になることが条件です） 

□開催日時 月 1 回（１０：００～１４：００） 前月の開催時に翌月の開催日を決めます 

□内容 善通寺診療所の看護師による健康チェック（血圧測定、塩分検査、尿検査など） 

    食事（ボランティアスタッフの手作り）、足湯、音楽療法、軽い体操 

 ＊送迎あり（ボランティアスタッフが行います） 

□利用料 年２回（５月・１１月）一口１０００円の出資金 

□問い合わせ先 

谷森様 TEL ：090-4505-8750 

＊谷森様宅でサロンを行っており、体験・見学は随時可能です。お気軽にご連絡ください。 

 

○44  地域生活支援事業：ふれあいランド友の会 

 琴南地区に住んでいる、外出の手段がなく孤立しがちな高齢者等に対して、外出・買い物・受診の支援を

行い、お互いの親睦を深められるような場を提供しています。 

□対象者 ６５歳以上の方で一人暮らし、高齢者世帯の方。また、同居している家族が日中仕事等で外出し

て一人になってしまう方等。 

□利用内容 送迎、親睦、昼食、外出買い物支援、受診支援（美合診療所）、健康機器利用等 

□利用日時 毎週木曜日（年末年始１２月２９日～１月３日を除く） ９：３０～１４：００ 

□利用料金 ５００円（昼食を食べられた方のみ） 

□問い合わせ先 

 琴南高齢者ふれあいランド TEL ：0877-84-2210 
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○45  買い物支援移動販売店：あいあいマーケット （まんのう町商工会） 

まんのう町商工会では、地域商業者と連携して食品や日用品等の様々な商品を乗せた移動販売車で、仲南

地域・琴南地域の集会場・公民館などを巡回して移動販売や宅配等の買物支援事業を実施しています。また、

買い物代行サービスも行っていますので、お気軽に連絡ください。 

□移動販売場所 仲南地域：毎週火・水・金（各曜日で巡回コースが違います） 

        琴南地域：いきいきふれあいサロン開催場所（西谷地区・勝川地区・川奥地区） 

□問い合わせ先 

今川商店（買い物支援事業連携実施事業者） TEL ：0877-77-2048 

まんのう町商工会 TEL ：0877-73-3711 

 

○46 買い物支援事業（宅配サービス） 

香川県健康福祉部長寿社会対策課が「一人暮らし高齢者等対策事業」として、近隣の店舗が廃業したり、

身体機能が衰えて外出が困難になる等の理由により日用品や食料品の買物が困難な一人暮らし高齢者等が

日常の買物に困らないよう、民間事業者等に補助金を交付し、買い物支援事業を実施しています。これは、

高齢者等が住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう支援を行うものです。地域住民への声かけや見守り、外

出のきっかけやコミュニケーションの場となる居場所づくりのための地域支え合い活動を推進しています。 

□対象者 身体機能が衰えて外出が困難になる等の理由により買い物が困難な一人暮らし高齢者等 

□サービス内容  

 a)惣菜宅配サービス 利用登録者から電話等で注文のあった惣菜等を軽自動車で自宅に配達する。 

 b)買物代行サービス（平成 27 年度から実施予定） 

 利用登録者の希望する食料品、日用品等を購入し、惣菜と併せて配達する。 

 c) 買物付き添いサービス（平成 28年度から実施予定） 

 利用登録者から大型スーパー等での買物の希望があった際、車両での輸送、買物の付添い、荷物の運搬等

を行う。 

 d)安否確認サービス（平成 29 年度から実施予定） 

 利用登録者の親族等から利用者の見守りの希望があった際に、惣菜宅配日以外にも定期的な見守りを行い、

親族等に状況の報告を行う。 

□問い合わせ先 

株式会社アールキューブ「おてがるカモ宅食便」 TEL ：0877-43-3455 

 

 

○47 民間移動販売店 

県内外より、琴南地域等に食品や日用品等の様々な商品を乗せた移動販売車が来ています。地域によって

日時など違いがありますので、まずは町役場にご相談ください。 

□問い合わせ先 

まんのう町福祉保険課 地域包括支援センター  TEL ：0877-73-0125 
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○48 造田・美合診療所 

  まんのう町では、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付及び保険事業を行うため国民健康保険法（昭

和 33年法律第 192号）第 82条第 1 項の規定により、診療施設としてまんのう町国民健康保険診療所を設置

しています。 

住民の医療確保、疾病の予防、住民の健康保持・増進、公衆衛生の向上等を目的としています。 

内科診療所 診療日 診療時間 

造田診療所 毎週月・水・金曜日 午前 9 時から午後 6 時まで。ただし、水曜日は午前中まで。 

（水午後、日、祝日は休診） 

美合診療所 毎週火・木・土曜日 

 

午前 9 時から午後 5 時まで。ただし、土曜日は午前中まで。 

（土午後、日、祝日は休診） 

＊身体状態に応じて、往診することもできますのでご相談ください。 

□問い合わせ先 まんのう町国民健康保険造田診療所 TEL ：0877-85-2318 

        まんのう町国民健康保険美合診療所 TEL ：0877-84-2411 

 

 

 

○49 薬配達サービス 

 町内にある調剤薬局の中で、造田・美合内科診療所で診察を受けて薬を処方してもらう場合、薬を配達し

て頂ける薬局があります。 

□配達可能な調剤薬局の問い合わせ先 

 アインスマンノウ薬局 TEL ：0877-75-2013 

 わかば調剤薬局仲南店 TEL ：0877-56-4312 

 

○50 健康福祉推進事業 （行政サービス） 

健康づくり及び生きがいづくりを実践する自治会を主体とした住民組織が、まんのう町民の健康増進を図

る活動や高齢者の福祉向上を図る活動を幅広く展開し、明るく健康で生きがいのある地域づくりを目指すこ

とを目的として健康福祉推進事業を実施しています。各地域の集会所・公民館等で、町民の健康保持、増進

に係る活動、高齢者の福祉に係る活動、町民の保健予防に係る活動等を開催しています。 

□対象者 65歳以上の高齢者等 

□問い合わせ先 

まんのう町健康増進課 かりん健康センター TEL ：0877-73-0126 
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